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－総括1－ 

 

 

新規事業及び重要事業総括表 

 

 

 

Ⅰ 総 額 

 

 【一般会計】 

区分 平成２９年度 平成２８年度 伸び率 

予算総額 ２２１，６８０，７３６千円 ２２５,３１９,３３６千円  △1.6％ 

一般会計構成比        １１．９ ％       １２．０ ％ － 

 

  【母子父子寡婦福祉資金特別会計】 

予算総額 ９００，９２４千円 １，０５６，１１２千円 △14.7％ 

 

 

 

 

Ⅱ 主な新規事業及び重要施策                      （単位 千円） 

 

 １ 子育ての安心 

  Ｐ １    保育所待機児童対策の推進【少子政策課】       ５，２４２，２８１ 

  Ｐ ２ 一部新規 保育士の人材確保に向けた総合的取組の推進【少子政策課】 ３５３，２７７ 

  Ｐ ３ 一部新規 多子世帯への支援【少子政策課】           １，２１４，３４０ 

  Ｐ ４    放課後児童クラブの充実【少子政策課】        ４，２１６，７８５ 

  Ｐ ５    ひとり親家庭への支援の充実【少子政策課】      １，８６４，２１４ 

   Ｐ  ６ 一部新規 児童虐待防止対策の充実【こども安全課】         ２６０，２１１ 

   Ｐ  ７ 一部新規 児童養護施設退所者へのアフターケア【こども安全課】    ３４，７２５ 

 

 

  ２ 健康・介護の安心 

  Ｐ ８  一部新規 介護人材の確保・定着の促進【高齢者福祉課】       ５６２，５６６ 

                      【社会福祉課】 

  Ｐ１０ 一部新規 地域包括ケアシステムの構築促進【地域包括ケア課】    １３５，８１１ 

  Ｐ１１ 一部新規 認知症の人と家族を支援する施策の推進【地域包括ケア課】  ４１，７９４ 

  Ｐ１２     特別養護老人ホーム等の整備促進【高齢者福祉課】   ５，９８９，９９４ 

  Ｐ１３    市町村介護保険財政支援【地域包括ケア課】     ６６，１０１，５４６ 

 

 



－総括2－ 

 

  ３ 障害者の自立・生活支援 

  Ｐ１４ 一部新規 発達障害児・者への支援 【障害者福祉推進課】       ３６２，５９７ 

  Ｐ１６ 一部新規 共生社会づくりの推進【障害者福祉推進課】           ８，５７３ 

  Ｐ１７ 新規 埼玉バリアフリー文化プログラムの推進【障害者福祉推進課】  １６，１３４ 

  Ｐ１８    障害児(者)福祉施設等の整備促進【障害者支援課】    ２，４７４，７８３ 

 

 

  ４ 生活の安心支援 

  Ｐ１９    生活困窮者と生活保護受給者に対する切れ目のない支援【社会福祉課】 

                                      ２４３，４５５ 

   Ｐ２１ 新規 災害派遣福祉チームの体制整備【社会福祉課】          １，５００ 

 

 

 ＜参考＞ 福祉３プランの推進 

  Ｐ２２  一部新規 埼玉県子育て応援行動計画の推進【少子政策課】    ３４，０２４，９７８ 

                        【こども安全課】 

  Ｐ２５ 一部新規 埼玉県高齢者支援計画の推進【高齢者福祉課】     ７８，２２１，８８５ 

                      【地域包括ケア課】 

                      【社会福祉課】 

                      【障害者福祉推進課】 

   Ｐ２８  一部新規  埼玉県障害者支援計画の推進【障害者福祉推進課】   ３１，４５８，６９６ 

                                            【障害者支援課】 

                                           【社会福祉課】 
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保育所待機児童対策の推進 

 

担当 少子政策課 施設整備・指導担当 内線３３２８ 

         施 設 運 営 担 当 内線３３３０ 

１ 目  的 

  【保育サービス受入枠の拡大】 

  保育所等の待機児童を解消するため、認可保育所の整備のほか、企業や幼稚園

と連携するなど多様な保育サービスを充実し、７，０００人分の受入枠の拡大を

図る。 

 

２ 予 算 額     ５，２４２，２８１千円 

 

３ 事業概要 

保育サービス受入枠拡大に向けた取組 

 

 

H29当初 H28当初

保育所の整備 安心こども基金(又は交付金）による保育所整備等 1,446,760 5,105 4,299

1,866,318

(675,080)

認定こども園の整備 幼保連携型認定こども園等の整備 1,766,795 974 915

企業との連携 企業内保育所の促進 (95,192) 130 230

低年齢児保育の促進 小規模保育事業等の整備・拡充 162,408 761 1,026

合計 5,242,281 7,000 6,500

※（　　）は他部局予算。

※　保育所、認定こども園、小規模保育事業の整備の一部は、国から市町村へ直接交付される交付金・補助金を

　　財源とする事業に変更となっており、県としての予算額は計上していないが受入枠としては算入している。

施策名 内容 予算額
受入枠

幼稚園との連携 幼稚園における保育の促進等 30 30
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保育士の人材確保に向けた総合的取組の推進 

 

                            担当 少子政策課 企画・人材確保担当 内線 ３３４９ 

１ 目  的 

 【保育士の人材確保】 

保育所の待機児童対策のために保育所等の整備を進めているが、保育士の確保が課題

となっている。保育士の確保に向けて、保育士養成施設の学生及び保育士試験合格者に

対する県内保育所等への就職支援や潜在保育士の再就職支援を行う。 

 

２ 予 算 額     ３５３，２７７千円 

 

３ 事業概要 

（１）保育士宿舎借上補助事業（新規）             ３９，３６０千円 

   保育士の就業継続を図るため、国の「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施する市

町村と保育所等に対して上乗せ補助を行うことにより、保育士の住居費負担軽減の取

組を支援する。 

 

（２）埼玉がいいね！保育士就職応援事業（一部新規）      ２５，１３１千円  

   保育士の県内保育所等への就職を促進するため、保育士試験受験料等を助成すると

ともに、保育士養成施設の学生に対する県内保育所等のＰＲや、潜在保育士に対する

就職支援セミナーのほか、就職後３年未満の保育士に対する離職防止セミナーを開催

する。 

 

（３）保育士研修等事業                   １９６，４２８千円 

 保育士の専門性を高める研修や子育て支援分野に関する知識や技能を習得するた

めの研修を開催するとともに、保育所等における保育士の負担を軽減するための保育

補助者の配置に要する費用等を助成する。 

 

（４）保育士・保育所マッチング支援事業            １５，０７０千円 

   潜在保育士の就職あっせんや保育所等を訪問し潜在保育士の活用を提案する「保育

士・保育所支援センター」を運営するとともに、保育所等で働きたい方を対象とした

県内保育所等による就職フェアを開催する。 

 

（５）保育士修学資金貸付等事業                ７７，２８８千円  

   保育士養成施設に在学して保育士資格の取得を目指す学生に修学資金を貸付け、潜

在保育士が保育所等に就職した場合の就職準備費用や保育料の一部等の貸付を行う。 
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多子世帯への支援  

 

担当 少子政策課 企画・人材確保担当 内線 ３３４９ 

      施 設 運 営 担 当 内線 ３３３０ 

             

 

１ 目  的 

  【多子世帯への支援】 

  平成２７年の夫婦の完結出生児数は１．９４であり、理想子供数の２．３２を下回っ

ている。３人以上の子供を持ちたいという希望を実現できるよう、多子世帯の育児にか

かる負担軽減を図る。 

 

 

２ 予 算 額     １，２１４，３４０千円 

 

 

３ 事業概要 

（１）多子世帯応援クーポン事業（新規）            ４９３，１１７千円 

 多子世帯の育児にかかる身体的・精神的負担を軽減し、子育てしやすい環境を提供 

するため、第３子以降が生まれる世帯に子育てサービス等を利用できるクーポンを配 

布するとともに、市町村がこれに上乗せして実施する給付事業に対し助成を行う。 

 

（２）多子世帯保育料軽減事業                 ７２１，２２３千円 

多子世帯における経済的負担を軽減するため、保育所等に入所する第３子以降の児

童（満３歳未満）の保育料を助成する。 
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放課後児童クラブの充実 

 

                                            担当 少子政策課 子育て環境整備担当 

                      内線 ３３２２            

 

１ 目  的 

  【放課後児童クラブの充実】 

 共働き等で昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、授業の終了後

に遊びや生活指導を行う「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助するとともに、

利用児童の増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促進する。 

 

２ 予 算 額     ４，２１６，７８５千円 

 

３ 事業概要 

（１）放課後児童クラブ等運営費の補助     ３，９３４，８２８千円 

放課後児童クラブの利用児童数、開所日数及び運営形態に応じた運営費の補助を

行う。 

対   象   数  １，５９２か所 

負 担 区 分  国１／３、県１／３、市町村１／３など 

 

（２）放課後児童クラブの整備促進     ２８１，９５７千円 

    利用児童の増加に対応するとともに、児童の安全・情緒の安定の観点から、児童

数７１人以上の大規模クラブから適正規模への移行促進等を図るため、新設整備や

既存施設の改修整備などを進める。 

 対   象   数  

     （新設整備）  ２８か所 

  （改修整備）  ３０か所 

 負 担 区 分  

  （新設整備）  国２／３、県１／６、市町村１／６など 

  （改修整備）  国１／３、県１／３、市町村１／３ 
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ひとり親家庭への支援の充実 

 

                 担当 少子政策課 手当・ひとり親家庭支援担当 

                 内線 ３３３７ 

 

 

１ 目  的 

  【ひとり親家庭への支援の充実】 

  経済的に厳しい環境に置かれたひとり親家庭の自立を促進するため、就業支援や経済 

 的支援を行う。 

 

２ 予 算 額      １，８６４，２１４千円 

 

３ 事業概要 

（１）就業支援専門員の設置                   １１，６８２千円 

   ひとり親家庭の就労や、より好条件の就労への転職を専門的に支援する「就業支援 

  専門員」を福祉事務所に配置する。 

 

（２）高等職業訓練促進給付金の支給               ４８，５００千円 

   経済的自立に効果的な資格の取得を目指すひとり親に対し、養成機関で学ぶ間の生 

  活の負担軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給する。 

 

（３）児童扶養手当の支給                    １，８０４，０３２千円 

   経済的に厳しい状況にあるひとり親に対し、児童扶養手当を支給する。 
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児童虐待防止対策の充実  

 

    担当 こども安全課 総務･児童相談担当  

内線 ３３３５             

 

１ 目 的 

 【児童虐待防止対策の推進】 

    児童虐待に関する研修の実施などにより、市町村の体制等を強化するとともに、児童

相談所の機能を強化し、虐待通告への適切な対応を行う。 

 

２ 予 算 額   ２６０，２１１千円 

 

３ 事業概要 

（１）市町村における相談体制等の強化（一部新規）        ７０，８１０千円 

 ア 虐待相談の中核となる市町村職員の養成 

イ 相談援助技術向上のための支援 

   ウ 児童と直接接する学校教職員や保育士等に対する研修の実施（新規） 

 

（２）児童相談所における相談機能強化             １０３，６７６千円 

ア 警察官ОＢ職員の配置 

イ 虐待相談対応職員の配置 

 

（３）児童虐待ケア対策の強化                  ８５，７２５千円 

ア 児童虐待防止啓発事業の展開 

イ 児童相談所と一時保護所への心理職員の配置 

ウ 一時保護所学習指導員の配置 



一部新規 
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児童養護施設退所者へのアフターケア  

 

    担当 こども安全課 養護担当  

内線 ３３３１        

 

１ 目  的 

  【児童養護施設退所者へのアフターケア】 

 児童養護施設退所者等が退所後に自立できるよう、支援の中核となる「退所者支援セ

ンター（仮称）」を開設するとともに、施設への就労支援チームの派遣、進学者のため

の低額な住居の提供等を通じて、総合的な自立支援体制を構築する。 

 また、修学継続や自立のための資金の貸付を行う。 

 

２ 予 算 額  ３４，７２５千円 

 

３ 事業概要 

（１）退所者支援センター（仮称）事業（新規）         ７，７１３千円 

  ア 社会福祉士資格を有する支援員が、退所者や施設職員からの相談に対応 

  イ 家庭訪問や福祉事務所等への同行等、アウトリーチ（手を伸ばす支援）を展開 

  ウ 居場所づくり・自助グループ活動の支援 

 

（２）就労支援チーム派遣事業                 ５，５５１千円 

ア ゲストスピーカーを招いて就労意欲喚起セミナーを開催 

イ 履歴書の書き方指導、模擬面接や就労体験を実施 

ウ 退所後に失業した者に再就職先をあっせん 

 

（３）希望の家事業               １３，４０４千円 

ア 民間アパートなどを借上げ、大学等への進学者に低額で住居を提供 

 イ 共同生活で社会からの孤立を予防 

  ウ 生活支援員が進学から就職、卒業後の単身生活まで一貫支援 

 

（４）児童養護施設退所者等を対象とした貸付事業        ８，０５７千円 

ア 大学等への進学者に家賃及び生活費を貸付 

イ 就職した者に家賃を貸付 

ウ 資格取得に必要となる費用を貸付 
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  介護人材の確保・定着の促進  

 

             担当 高齢者福祉課 介 護 人 材 担 当 内線３２３２ 

                社 会 福 祉 課 施設指導・福祉人材担当 内線３２２５  

 

１ 目  的 

  【各種事業による介護人材の確保・定着の促進】 

  介護人材の確保・定着の促進を図るため、介護福祉士養成施設在学者への修学資金貸

付、潜在介護職員の復職支援（国の離職介護職員届出システムの活用を含む）、高齢者

等の介護事業所への就労支援、介護未経験者の職場体験・介護職員初任者研修及び就労

の支援、優良介護事業所の認証、新任介護職員を対象とした研修及び交流イベント、介

護ロボットの導入支援、介護のイメージアップ（介護の魅力ＰＲ隊にミドル・シニア隊

(仮称)を新たに結成）などを実施する。 

 

２ 予 算 額    ５６２,５６６千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護人材の確保 

  ア 介護人材確保促進事業（一部新規）                     ９,０００千円 

    介護職員初任者研修修了後の早期就労者及び在職中の研修修了者に研修受講費の

一部を補助する。 

 

  イ 潜在介護職員復職支援事業                  １８,０１８千円 

    離職した介護職員を対象に復職前研修や就職先とのマッチングを行うとともに、

再就職準備金の貸付けを行う。 

 

  ウ 高齢者等介護職就労支援事業                ３１,５４７千円 

    高齢者等に介護職員初任者研修等を受講させ、介護事業所に就職させた事業者に

研修に係る経費等を補助するとともに、当該高齢者等を雇用した介護事業所に準備

金を支給する。 

 

  エ 介護職員雇用推進事業                                   ３０２,１００千円 

     介護未経験者を対象に職場体験研修や介護職員初任者研修を修了させ、介護事業

所に就職させた事業者に研修に係る経費等を補助する。 

 

  オ 優良介護事業所認証事業                   １,７６０千円 

    人材育成等について優れた取組を行っている介護事業所を認証する。 
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  カ 潜在介護職員届出システム事業（新規）                  １０,３９８千円 

    国の新システムを活用して、離職した介護職員の復職を支援する。 

 

  キ 介護の仕事体験事業                               ２,０７４千円 

    非正規雇用労働者等を対象に介護事業所での職場体験を実施する。 

 

  ク 福祉・介護人材育成促進事業                ２２，７４０千円 

       介護福祉士養成施設在学者で、将来、県内の社会福祉施設等へ就職を希望する者

に対し、修学資金の貸付けを行う。 

 

（２）介護人材の定着 

  ア 介護職員資格取得支援事業                 ６３,５４５千円 

    介護現場で働きながら介護福祉士実務者研修を受講し、介護福祉士国家試験に合

格した者に係る研修受講料の一部を補助するとともに、研修受講中の代替職員人件

費を補助する。 

 

  イ 介護人材バンク事業（一部新規）                 ５,５９１千円 

    介護職員の休暇取得、研修受講、短時間の子育て支援などの際に、必要に応じて

代替の職員を紹介するとともに、当該代替職員人件費を補助する。 

 

  ウ 介護ロボット普及促進事業                  １０,０００千円 

    介護ロボットを購入又はレンタルした介護事業所に対し、経費の一部を補助する。 

 

  エ 新任介護職員定着支援事業                   ５,１００千円 

    新任介護職員を対象に研修や交流イベントを実施する。 

 

  オ 介護支援専門員研修受講支援事業               ５８,６００千円 

    研修実施機関に対して必要経費の一部を補助する。 

 

（３）介護のイメージアップ 

  ア 介護の魅力ＰＲ等推進事業（一部新規）      １９,１８３千円 

    介護の魅力をＰＲするため介護の魅力ＰＲ隊（若手介護職員、ミドル・シニア隊(仮

称)）による大学・高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施する。 

 

  イ 介護職員永年勤続表彰事業                    ３８３千円 

    永年勤続の介護職員（勤続２０年及び１０年）を表彰する。 

 

  ウ メッセージカード事業                    ２,５２７千円 

    介護職員等への感謝の気持ちなどをメッセージカードで伝える運動を推進する。 
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地域包括ケアシステムの構築促進  

 

      担当 地域包括ケア課 地域包括ケア担当   内線 ３２５６ 

                 総務・介護保険担当  内線 ３２５５ 

                 認知症・虐待防止担当 内線 ３２５１  

 

１ 目  的 
  【市町村における地域包括ケアシステムの構築促進】 
  団塊の世代が７５歳になる平成３７年に向けて医療・福祉の包括的なサービス提供体
制を構築するため、市町村の取組を支援する。 

 

２ 予 算 額     １３５，８１１千円 
 
３ 事業概要 
（１）地域包括ケアシステムモデル事業（一部新規）           ９７，６７７千円 

   地域包括ケアシステムのモデル事業を実施し、取組手法を示すことで、市町村にお

ける地域包括ケアシステム構築を促進する。 

   また、実施可能なものから他市町村への普及に取り組むとともに、新たに事業者向

けの取組などを行う。 

 

（２）地域包括ケアシステム構築促進事業（一部新規）       １１，９３２千円 

   市町村における生活支援サービスの体制整備、医療と介護が連携したサービス提供

体制づくりなどを支援する。 

   また、市町村向け研修や情報交換会を実施するとともに、生活支援アドバイサーの

派遣を行う。 

 

（３）要介護度改善モデル事業費（一部新規）           １１，２５６千円 

   介護事業所における要介護度改善の取組を広げるため、モデル事業として、利用者

の要介護度状態の改善に成果を挙げた介護事業所の評価・公表を行う。 

   また、要介護度改善状況等を把握するためのデータベースを構築する。 

 

（４）看取り体制強化事業（新規）                １１，８５６千円 

   介護施設等の職員向けの看取りマニュアルの作成や研修の実施により、職員のスキ

ルアップを図り、介護施設等における看取り体制の強化を図る。 

 

（５）家族介護者等支援事業（新規）                ３，０９０千円 

   家族介護者への支援を行うため、地域包括支援センターの機能強化を図り、市町村

における相談体制を整備する。 
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認知症の人と家族を支援する施策の推進  

 

              担当 地域包括ケア課 認知症・虐待防止担当 

              内線 ３２５１  

 

 

１ 目  的 
  【認知症の人と家族が安心して暮らすことができる地域社会の構築】 
  認知症に関する正しい知識の普及啓発等により、認知症高齢者とその家族や認知症介
護に携わる介護者等を支援する。 

 

２ 予 算 額     ４１，７９４千円 
 
３ 事業概要 
（１）認知症ケア支援事業費                   ２９，２６８千円 

   認知症高齢者の介護の質を向上させるための研修や、医療関係者を対象とした認知

症対応力向上研修等を実施する。また、認知症初期集中支援チーム員及び認知症地域

支援推進員に対する研修等を実施し、市町村の体制整備を支援する。 

 

（２）認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費（一部新規）    ２，３３１千円 

   認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成するとともに、認

知症サポーターの活動をより一層促進するための実践的な研修を実施する。 

 

（３）若年性認知症施策推進事業（一部新規）           １０，１９５千円 

   若年性認知症の人に対応したデイサービス事業の創業を支援することで、居場所を

整備するとともに、就労支援などを行うコーディネーターを設置する。 
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特別養護老人ホーム等の整備促進 

 

         担当 高齢者福祉課 施設整備担当 

         内線 ３２６０          

 

１ 目  的 
  【特別養護老人ホームの整備促進による介護基盤の充実】 
  特別養護老人ホームの整備等に要する費用の一部を補助することにより、特別養護老
人ホームの整備等を促進し、介護基盤の充実を図る。 

 
２ 予 算 額     ５，９８９，９９４千円 
 

３ 事業概要 
（１）特別養護老人ホーム等の整備                  ５，５９９，９９４千円 
   特別養護老人ホームの創設及び増床を促進するため、整備を行う社会福祉法人に対 

  し整備費を補助する。 

   平成２９年度は県補助事業分として、２５施設２，０３２人分が完成する予定。 

・補助基準 
  施設整備費（創設3,000千円／人、増床2,160千円／人） 
  設備整備費（補助率1/2（上限25,000千円／施設）） 

 

           
 
 
 
（２）老朽化施設の居室環境等改善                       ３９０，０００千円 
      老朽化した特別養護老人ホームの居室環境等を改善するため、改築又は大規模修繕 
  を行う社会福祉法人に対して整備費を補助する。 
    ・改築 ２施設  ・大規模修繕 １施設  

・補助基準 
  施設整備費（改築3,000千円／人） 
       （大規模修繕1,000千円／人・補助率1/2） 

 

25,060人分  26,328人分  
29,409人分  30,813人分  32,348人分  

36,599人分  

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 

（実績） （実績） （実績） （実績） （見込み） （計画） 

【特別養護老人ホームの整備見込】 

※ 政令市・中核市・自費整備分を含む。 

11,539人分を整備 



 

- 13 - 

                                         

市町村介護保険財政支援  

 

 

                    担当 地域包括ケア課 総務・介護保険担当 

                    内線 ３２５５ 

 

１ 目  的 

  【介護保険の円滑な制度運営】 

  介護保険法に基づき、市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の法定割

合を負担するとともに、介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財政安定化基金を

管理し、貸付等を行う。 

  また、６５歳以上の低所得者の保険料負担の軽減を行う。 

 

２ 予 算 額     ６６，１０１，５４６千円 

 

３ 事業概要 

（１）介護給付費負担金                             ６２，５２３，３３４千円  

（２）地域支援事業交付金                    ２，８９６，５５５千円 

（３）介護保険財政安定化基金事業                       ４７０，４７７千円 

（４）低所得者保険料軽減負担金                ２１１，１８０千円 

 

             

 

  

    ６５歳以上の保険料  

    

  

     ４０歳から６４歳までの保険料 

       (医療保険料と併せて支払う) 

 

     国 

        施設等給付費      ２０％ 

        その他の給付費    ２５％ 

        （うち５％は調整交付金） 

 

    埼玉県  

       施設等給付費     １７．５％ 

      その他の給付費   １２．５％ 

                 62,523,334千円 

 

 

    市町村         １２．５％  

 

 

 

介護給付費 

28% 

50% 

22% 
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発達障害児・者への支援  

 

担当 障害者福祉推進課 総務・障害福祉担当  

内線 ３３０５  

 

１ 目  的 

【生涯を通じた発達障害児・者の推進】 

発達障害児・者が乳幼児から成人期まで生涯を通じて適切な支援を受けられ

るように、発達障害総合支援センターを拠点として、専門的な知識を持つ人材

の育成、親への支援、診療・療育体制の強化、就労の支援を推進する。 

 

２ 予 算 額     ３６２，５９７千円 

 

３ 事業概要 

（１）発達障害総合支援センターの運営          ８４，８４８千円 

ア 人材育成 

（ア）「発達支援サポーター」等の人材育成 

・保育所、幼稚園等で発達障害に早期に気づき、適切な支援ができる 

「発達支援サポーター」の育成 

・市町村で発達障害児・者支援の中心となる「発達支援マネージャー」

の育成 

・小学校で発達障害児に適切な支援ができる人材の育成 

（イ）医療・療育の専門職の人材育成 

・医師及び看護師に対する研修 

・療育を担う作業療法士等に対する研修 

・保健師及び障害児通所支援事業所の職員に対する研修 

（ウ）専門性を高めるための人材育成（新規） 

遊具等を活用した実習形式の研修を実施することにより、身近な地域で

専門的な支援ができる人材を育成する。 

・児童発達支援センターや市町村で専門性の高い支援ができる人材の育成 

  200人育成（５年間で1,000人育成） 

・保育所・幼稚園で発達に効果的な遊び方を教えられる人材の育成 

    500人育成 

 

イ 親への支援 

（ア）障害児通所支援事業所への巡回支援 

作業療法士等の専門職が事業所を巡回し、職員への助言や保護者への療

育相談等を実施 

 



一部新規 

 - 15 - 

（イ）親のストレスを解消する子育て応援講座の実施 

   子供の特性に合わせた子育ての仕方や対人関係が楽になるコミュニケ

ーションのコツなどを学ぶ講座を実施 

（ウ）ペアレントメンターによる相談の実施 

発達障害の子供を持つ親が自ら子育て経験を生かし、相談・助言を実施 

 

ウ 地域支援・相談支援 

センターに配置した専門職が市町村や児童発達支援センター等に子供の

支援方法等について助言・支援 

 

（２）診療・療育体制の強化              １７３，９６４千円 

ア 中核発達支援センターの運営（３か所） 

医療型障害児入所施設に医師・作業療法士等の専門職を配置し、診療と

療育を一貫して実施 

イ 地域療育センターの運営（９か所） 

・児童発達支援センター等に作業療法士等の専門職を配置し、発達障害の

特性が気になる子供に対して個別療育を行うとともに親支援を実施 

・５か所で専門職１名を増員し、地域の支援機関への移行を促進して新規

の受入を拡大する。移行後もフォローアップを実施 

 

（３）成人期の支援                  １０３，７８５千円 

ア 発達障害者就労支援センターの運営（４か所） 

発達障害者に特化した就労支援機関を設置し、就労に関する相談、作業

体験を通じた職業能力の評価、職場での必要なコミュニケーション能力や

ビジネスマナーを習得する訓練、就職活動支援、職場での定着までをワン

ストップで支援 

イ 発達障害者支援センター「まほろば」の運営 

  成人期の発達障害者やその家族への相談支援、市町村や地域の支援機関、

企業等への助言・支援を実施 

 

 

＜参考＞ 

【発達障害とは】 

先天的な脳機能障害であって、以下のような障害がある。 

・自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害（例：対人関係が困難等） 

・学習障害（例：「読む」「書く」「計算する」等のいずれかが著しく困難） 

・注意欠陥多動性障害（例：「不注意」「多動・多弁」「衝動的な行動」） 
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共生社会づくりの推進 

 

                  担当 障害者福祉推進課 障害者計画・団体担当 

                  内線 ３２９４       

 

１ 目  的 

 【共生社会の実現】 

県民等へ障害及び障害者に対する正しい理解を得るための普及啓発を行うとともに

手話の普及と手話を使用しやすい環境の整備を進めることにより、障害のある人もない

人も共に生きる「共生社会」の実現を図る。 

 

２ 予 算 額     ８，５７３千円 

 

３ 事業概要 

（１）県条例普及啓発事業                    ３，５７２千円 

障害者差別解消法、埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしてい

ける共生社会づくり条例及び埼玉県手話言語条例の趣旨を普及するため、事業者等向

け説明会、ＤＶＤ・リーフレットの作成・配布等の啓発を行う。 

 

（２）手話普及リレーキャンペーン                ５，００１千円 

   県民の手話への関心と理解を深めるため、県内４地域を巡るリレーキャンペーンを 

  行い、初心者向けの手話講座、手話による文化芸術活動のステージ発表などを行う。 
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埼玉バリアフリー文化プログラムの推進 

 

               担当 障害者福祉推進課 社会参加推進・芸術文化担当 

               内線 ３３１２       
 

 

１ 目  的 

  【障害者に対する「心のバリアフリー」の浸透】 

  オリンピック・パラリンピックの気運を醸成し、レガシーとして障害者に対する「心

のバリアフリー」の浸透を図るため、障害者アートフェスティバルの実績を活かし、発

展させた文化プログラムを開催する。 

 

２ 予 算 額     １６，１３４千円 

 

３ 事業概要 

  (１) 埼玉アール・ブリュット展 

     埼玉の誇る才能豊かな障害者アーティストによる個展・グループ展 

    ◆ 時期・期間  

      平成２９年１１月～１２月の各２週間程度     

    ◆ 会場 

      鉄道博物館、入間市文化創造アトリエ・アミーゴ（予定） 

 

  (２) 障害者ダンスチーム「ハンドルズ」県外公演 

    ◆ 公演先 

      石川県金沢市 

    ◆ 時期 

      平成３０年３月上旬（予定） 

 

 

 

   

※ ハンドルズ 

  ダンス界で名高い近藤良平と埼玉県内の障害者が長期間のワークショップを経て結成した  

 ダンスカンパニー。 

  平成２１年度から５回の公演実績があり、平成２８年１１月には埼玉県立芸術総合高校ダ 

 ンス部と共演し、好評を博した。 

ハンドルズ H28.11公演の様子 
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障害児（者）福祉施設等の整備促進 

 

担当 障害者支援課 施設整備・法人指導担当 

内線 ３３１３ 

 

１ 目 的 

【障害者の地域生活の支援】 

障害児（者）の生活の場である障害者入所施設や通所事業所等の整備費を社 

会福祉法人等に助成し、障害者の地域生活を支援する。 

 

２ 予 算 額     ２，４７４，７８３千円 

 

３ 事業概要 

（１）障害者施設の整備               ２，４１５，９７１千円 

社会福祉法人等が設置する障害者入所施設や通所事業所の創設等に係る

建設費を助成する。 

   ・補助施設数 入所施設の創設     ２か所 

          通所事業所の創設    ７か所 

          老朽化等の改築     １か所 

          グループホームの創設  ３か所 

          防犯対策の整備    ６６か所 

 

（２）グループホーム等のスプリンクラー整備        ５８，８１２千円 

既存の障害者グループホーム等が新たにスプリンクラーを設置する場合

に、その費用の一部を助成する。 

     ・補助施設数 グループホーム  １４か所  
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生活困窮者と生活保護受給者に対する切れ目のない支援  

 

担当 社会福祉課 生活困窮者支援担当  

内線 ３２７１ 

 

１ 目  的 

 【生活困窮者と生活保護受給者の自立支援】 

  町村部の生活保護となるおそれのある生活困窮者に対し、生活・就労・家計 

 に関する支援員を配置し自立を支援する。 

 また、町村部の生活保護受給者に対し、職業訓練・住宅・就労自立に関する支援員

を配置し、県福祉事務所のケースワーカーと連携して自立を支援する。 

 あわせて、貧困の連鎖を断つため、高校進学や高校中退防止を目的とした学

習支援を実施する。 

 

２ 予 算 額     ２４３，４５５千円 

 

３ 事業概要 

（１）生活困窮者自立支援事業 

  ア 自立相談支援事業等               １０８，４３７千円 

    町村部の生活困窮者の自立を支援するため、以下の事業を実施する。 

（ア）自立相談支援事業 

   生活困窮者が抱える課題に応じた総合相談、自立支援プランの作成、 

  関係機関との連絡調整等を行う。 

（イ）住居確保給付金 

   離職により住居を失った生活困窮者に家賃を補助する。 

（ウ）就労準備支援事業 

   直ちに就労することが困難な生活困窮者に対し、職業訓練や就労体験 

  を提供し就労を目指す。 

（エ）家計相談支援事業 

   生活困窮者の家計収支を改善させ生活再建を支援する。 

（オ）一時生活支援事業 

   住居のない生活困窮者に一時的な宿泊場所と衣食を提供する。 

 

  イ 学習支援事業                   ７１，６６９千円 

    貧困の連鎖を断つために、町村部の生活困窮世帯及び生活保護世帯の中 

   学生・高校生を対象に以下の支援を実施する。 
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  （ア）学習教室を設置して学習支援を行い、高校進学・高校中退防止の支 

    援を行う。 

  （イ）学習支援員が家庭訪問し、子供の学習に係る相談支援を行う。 

 

（２）生活保護受給者チャレンジ支援事業 

  ア 職業訓練支援員事業                 ５，６８７千円 

 直ちに就労することが困難な生活保護受給者に対して、本人の適性に応

じた職業訓練を受講させ、就職に必要となる技能習得を支援することによ

り就労機会を拡大する。 

 

  イ 住宅ソーシャルワーカー事業            １１，２９１千円 

 無料低額宿泊所に入所している生活保護受給者の年齢や生活能力等を

踏まえて、民間アパートや社会福祉施設への入居支援を行うことで、生活

の質を向上させる。 

 

  ウ 被保護者就労・自立支援事業            ４６，３７１千円 

 就労相談や求人情報の提供など就労支援を実施するとともに、在宅医療、

在宅介護など地域生活における自立支援を推進する。 
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災害派遣福祉チームの体制整備  

 

               担当 社会福祉課 施設指導・福祉人材担当 

               内線 ３２２５  

 

 

１ 目  的 

  【災害時の福祉支援】 

 大規模災害の発生時に高齢者や障害者など配慮を必要とする被災者に必要

な福祉支援を行い、心身状況の悪化等の二次被害を防止する。  

 

 

２ 予 算 額    １，５００千円 

 

 

３ 事業概要 

 社会福祉士などの福祉専門職等で構成する「災害派遣福祉チーム」を整備し、

被災自治体から要請があった場合に避難所等に派遣し、要配慮者に対する相談

や応急的な介助等の支援を行う。 

 

（１）チーム員の募集・登録 

   県内の高齢者や障害者等の施設や社会福祉士会等の団体から推薦のあっ

た職員をチーム員として登録する。 

 

（２）研修・訓練の実施 

   チーム員に対し、被災地で求められる様々な福祉ニーズに対応できるよう

研修・訓練を行う。 

 

（３）活動マニュアルの整備 

   災害派遣時に円滑な活動ができるようマニュアルを整備する。 
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埼玉県子育て応援行動計画の推進  
 

        担当 少子政策課   総務・子育てムーブメント担当 内線 ３３２０ 

                  子 育 て 環 境 整 備 担 当  内線 ３３２２ 

                                   企 画 ・ 人 材 確 保 担 当  内線 ３３４９  

                          施 設 運 営 担 当 内線 ３３３０ 

                                   施 設 整 備 ・ 指 導 担 当  内線 ３３２８  
                    こども安全課  総 務 ・ 児 童 相 談 担 当 内線 ３３３５  

                                   養 護 担 当  内線 ３３３１  

                                 児童権利擁護担当   ０４８－８３４－８７５５  

１ 目  的 

   【誰もが子どもを生み育てることに喜びを感じられる社会づくり】 

 「すべての子供の最善の利益」を目指して「子育ち」「親育ち」を支援するとともに、

地域全体での子育て支援を通じて、誰もが子供を生み育てることに喜びを感じられる社

会づくりを進めるため、少子化対策の推進と子育て支援の充実を図る。 

 

 

２ 予算総額    ３４，０２４，９７８千円 

        

 

３ 事業概要 

（１）少子化対策の推進 
  ア 多子世帯応援クーポン事業（新規）           ４９３，１１７千円 

   多子世帯の育児にかかる身体的・精神的負担を軽減し、子育てしやすい環境を提 
  供するため、第３子以降が生まれる世帯に子育てサービス等を利用できるクーポン 

  を配布するとともに、市町村がこれに上乗せして実施する給付事業に対し助成を行 

  う。 

 

  イ 多子世帯保育料軽減事業                ７２１，２２３千円 

    多子世帯における経済的負担を軽減するため、保育所等に入所する第３子以降の   

   児童（満３歳未満）の保育料を助成する。 

 

  ウ ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポート事業（一部新規）      １０，０９９千円 

    県内の地域資源を活用した婚活イベントや企業・団体が合同で開催する交流セミ 

   ナーなどを支援することにより、結婚を希望する未婚者に出会いの機会を提供する。 

 

  エ 少子化対策推進事業                  １００，０００千円 
    市町村が実施する結婚、出産、乳児期を中心とする温かい社会づくり・気運の醸

成の取組や経済的な理由で結婚に踏み出せない低所得者を支援する取組に対して助
成を行う。   

 

（２）「子供の育ち」と「子育て」の支援 

  ア 保育所等の待機児童の解消                                    

  （ア）保育所の整備促進                １，４４６，７６０千円 

     増加する保育需要に対応するため、認可保育所の整備を促進する。 
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（イ）多様な保育施設への支援            １８，８４９，８０９千円 

 保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業等の運営費の一部

を負担するとともに、認可外保育施設の認可化移行を支援することにより、多様

な保育施設の需要への対応を図る。 

 

  （ウ）幼稚園における保育の促進              ３，６３８，５１３千円 

     保育と教育の機能を併せ持つ認定こども園の整備や、幼稚園の預かり保育の充

実を支援し、保育を必要とする家庭が幼稚園を利用しやすい環境を整える。 

 

  イ 多様な保育サービスの充実 

  （ア）延長保育                      ４５２，３０８千円  

     保育所において、１１時間の開所時間を超えて実施する延長保育に対して、必

要な経費を補助する。 

 

  （イ）一時預かり事業                   ３７０，４２２千円  

     家庭において、一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児を一時的に預

かり、必要な保護を行う一時預かり事業に対して、必要な経費を補助する。 

 

  （ウ）病児保育                      ２５４，５２６千円  

     保護者が仕事の都合で休めない時に、病気の児童を一時的に保育する病院・保

育所等や保育中に体調不良となった児童への緊急対応を行う保育所に対して、必

要な経費を補助する。 

 

  （エ）安心・元気！保育サービス支援          １，２２２，６８０千円  

     特に手厚い支援が必要な一歳児保育を担当する保育士の加配や０歳児の年度途

中入所に対応するための保育士配置を支援し、子供が安心・元気に過ごせる保育

環境を整備する。 

 

  ウ 保育の人材確保等（一部新規）             ３５３，２７７千円 

       保育士の確保に向けて、保育士養成施設の学生に対する修学資金等の貸付や保 

   育士試験合格者等に対する県内保育所等への就職支援及び潜在保育士の再就職支 

   援を行う。 

     また、新たに国の「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施する市町村と保育 

    所等に対して上乗せ補助を行い、保育士の住居費負担軽減の取組を支援する。 

 

  エ 放課後児童クラブの充実              ４，２１６，７８５千円 

    共働き等で、昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、遊びや

生活指導等を行う「放課後児童クラブ」の運営に必要な経費を補助するとともに、

放課後児童クラブの整備を促進する。 

 

  オ 地域の子育て環境支援               １，１９２，６２９千円 

    子育て中の親子が交流を深め、不安や悩みを相談できる地域子育て支援センター

及び預けたい人と預かることができる人をつなぐ地域の相互援助組織であるファミ

リー・サポート・センターの運営に必要な経費を補助する。 
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  カ 保育所・幼稚園の親支援事業の推進             ３，５９６千円 

    保育所・幼稚園で保護者の保育参加を促進し、親の養育力向上を図る。 

 

（３）子育てムーブメントの醸成 

  ア パパ・ママ応援ショップ事業の推進            ２４，５０８千円  

    子育て世帯への優待制度である「パパ・ママ応援ショップ」事業や乳幼児連れの 

   外出を支援する「赤ちゃんの駅」登録事業をさらに充実させ、「子育てムーブメント」 

   の社会全体への浸透を図る。 

 

  イ 多子世帯応援ショップ事業の推進                ５２５千円 

    子供が３人以上の多子世帯向けに特典を提供する協賛店を広く募集し、社会全体 

   で多子世帯を応援する気運を醸成する。 

 

（４）児童虐待防止・児童養護対策の充実 

  ア 子供を虐待から守る地域づくり 

  （ア）児童虐待防止対策の充実（一部新規）         ２６０，２１１千円 

 児童虐待の芽を早期に摘むため、専門的な研修の実施により、市町村の体制を

強化する。また、警察官ＯＢ職員の配置等、児童相談所の機能を強化し、児童虐

待通告への適切な対応を行う。さらに、児童と直接接する学校教職員や保育士等

に対する研修を実施し、地域の見守り体制の充実を図る。 

 

（イ）県・市町村等における相談・支援体制の充実        ８７，１６１千円 

児童虐待通告に 24時間対応できる体制や子供に関わる様々な相談に適切に対応

していく体制を整備する。また、市町村が担う「要保護児童対策地域協議会」の

運営や児童相談機能について積極的な支援を行い、強化を図る。 

  

  イ 社会的養護の充実 

  （ア）里親委託の推進（一部新規）             １６５，２１２千円 

     里親委託等推進員の配置や里親制度の普及・啓発を行うとともに、未委託里親 

    に対する継続的な宿泊実習を実施することにより里親委託を推進する。 

 

  （イ）児童養護施設等入所児童のケアの充実         １２６，８９２千円 

     県内の児童養護施設等が行う入所児童の社会性の醸成、感染症予防及び優良な

職員の確保等の対策を総合的に支援することにより、施設の機能強化と児童のケ

ア体制の充実を図る。 

 

  （ウ）児童養護施設退所者へのアフターケア（一部新規）   ３４，７２５千円 

     児童養護施設退所者等が退所後に自立できるよう、支援の中核となる「退所者

支援センター（仮称）」を開設するとともに、施設への就労支援チームの派遣、進

学者のための低額な住居の提供等を通じて、総合的な自立支援体制の構築を図る。 

     また、修学継続や自立のための資金の貸付を行う。 
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埼玉県高齢者支援計画の推進  

 

担当 高 齢 者 福 祉 課 総 務 ・ 高 齢 企 画 担 当  内線 ３２６３ 

施 設 ・ 事 業 者 指 導 担 当  内線 ３２４７ 

施 設 整 備 担 当  内線 ３２６０ 

介 護 人 材 担 当  内線 ３２３２ 

地 域 包 括 ケ ア 課 総 務 ・ 介 護 保 険 担 当  内線 ３２６４ 

地 域 包 括 ケ ア 担 当  内線 ３２５６ 

認 知 症 ・ 虐 待 防 止 担 当  内線 ３２５１ 

社 会 福 祉 課 施 設 指 導 ・ 福 祉 人 材 担 当   内線 ３２２５ 

障 害 者 福 祉 推 進 課 社 会 参 加 推 進 担 当   内線 ３３０９ 

 

１ 目  的  

  【高齢者支援計画に基づく介護サービス基盤の整備等】 

  介護や支援が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ

とができる体制（地域包括ケアシステム）の構築に努める。 

  「埼玉県高齢者支援計画」に基づき、在宅介護サービスの充実や特別養護

老人ホーム等の施設整備などを推進する。 

 

２ 予算総額   ７８，２２１，８８５千円  

        

３ 事業概要  

（１）高齢者の健康・いきがいづくり  

  ア 高齢者社会活動推進事業費           ８１，８５９千円 

    彩の国いきがい大学の運営等により、地域活動のリーダー養成、活動

情報や活動の場の提供など、高齢者の社会活動を支援する。  

 

  イ 老人クラブ活動助成費             ４６，９９７千円  

    老人クラブ等が実施するボランティア活動、教養活動、健康増進活動

等の経費を補助する。  

 

  ウ 高齢者いきいきライフ推進事業費         ７，７３９千円  

    彩の国プラチナフェスティバル等の事業を通して、高齢者のいきがい

の高揚を図るとともに、健康づくりを促進する。  

 

（２）地域包括ケアシステムの構築促進  

  ア 地域包括ケアシステムモデル事業（一部新規）  ９７，６７７千円  

    地域包括ケアシステムのモデル事業を実施し、取組手法を示すことで、
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市町村における地域包括ケアシステムの構築を促進する。 

    また、実現可能なものから他市町村への普及に取り組むとともに、新

たに事業者向けの取組などを行う。 

 

  イ 地域包括ケアシステム構築促進事業（一部新規） １１，９３２千円 

    市町村における生活支援サービスの体制整備、医療と介護が連携した

サービス提供体制づくりなどを支援する。 

    また、市町村向け研修や情報交換会を実施するとともに、生活支援アドバイサ

ーの派遣を行う。 

 

  ウ 要介護度改善モデル事業費（一部新規）     １１，２５６千円 

    介護事業所における要介護度改善の取組を広げるため、モデル事業と

して、利用者の要介護度状態の改善に成果を挙げた介護事業所の評価・

公表を行う。 

    また、要介護度改善状況等を把握するためのデータベースを構築する。 

 

  エ 看取り体制強化事業（新規）          １１，８５６千円  

    介護施設等の職員向けの看取りマニュアルの作成や研修の実施により、

職員のスキルアップを図り、介護施設等における看取り体制の強化を図る。 

 

  オ 家族介護者等支援事業（新規）          ３，０９０千円  

    家族介護者への支援を行うため、地域包括支援センターの機能強化を

図り、市町村における相談体制を整備する。 

 

  カ 定期巡回・随時対応サービス普及促進事業     ７，７８７千円  

    定期巡回・随時対応サービスの未実施市町村における事業所の新規参

入を促すため、運営費の助成と運営アドバイザーの派遣等を行う。 

 

  キ 市町村地域支援事業促進事業費          ２，９０５千円  

    地域包括ケアシステムで中核的な役割を担う地域包括支援センター職

員に対する研修を実施する。 

 

  ク 地域リハビリテーション推進費         １２，６０１千円 

    県内１０か所に設けた地域リハビリテーションケアサポートセンター

を活用し、市町村の地域包括支援センターや障害者相談支援センターに

お け る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 相 談 活 動 等 を 支 援 す る 。 

 

  ケ 認知症の人にやさしい地域づくり推進事業費（一部新規） ２，３３１千円  

    認知症サポーター及びその講師役であるキャラバン・メイトを養成す

るとともに、認知症サポーターの活動をより一層促進するための実践的
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な研修を実施する。 

 

  コ 高齢者虐待対策事業費              ４，１０３千円  

    高齢者虐待防止に関する普及啓発を行うとともに、市町村における高

齢者虐待対応、相談窓口、ネットワークづくり等の体制整備を支援する。 

 

（３）介護保険施設等の整備  

  ア 特別養護老人ホーム等整備促進事業費   ５，９８９，９９４千円  

    特別養護老人ホームの創設及び増床等を促進するため、整備を行う社

会福祉法人に対し整備費の一部を補助する。  

 

イ 介護基盤緊急整備等特別対策事業費    １，８０３，７９１千円  

  地域密着型特別養護老人ホームなどの小規模施設等の整備に要する工

事費用に対する補助を行う。 

 

ウ 施設開設準備経費等支援事業費      ３，４６１，３９４千円  

  特別養護老人ホーム等介護施設の円滑な開設のため、施設の開設準備

に要する経費に対する補助を行う。  

 

（４）介護人材の確保・定着の促進  

ア 介護人材確保・定着促進事業費等（一部新規） 

                        ５６２，５６６千円 

  介護人材の確保・定着の促進を図るため、介護福祉士養成施設在学者

への修学資金貸付、潜在介護職員の復職支援（国の離職介護職員届出シ

ステムの活用を含む）、高齢者等の介護事業所への就労支援、介護未経

験者の職場体験・介護職員初任者研修及び就労の支援、優良介護事業所

の認証、新任介護職員を対象とした研修及び交流イベント、介護ロボッ

トの導入支援、介護のイメージアップ（介護の魅力ＰＲ隊にミドル・シ

ニア隊(仮称)を新たに結成）などを実施する。 

 

イ ユニットケアフォローアップ研修等事業費       ４６１千円 

    介護保険施設の入所者の自立的な日常生活に資するため、職員に対し

てユニットケアフォローアップ研修等を実施する。 

 

（５）介護保険の円滑な制度運営  

ア 市町村介護保険財政支援事業費     ６６，１０１，５４６千円 

    介護保険法に基づき、市町村の介護保険給付及び地域支援事業に要する費用の法

定割合を負担するとともに、介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財政安

定化基金を管理し、貸付等を行う。 

    また、６５歳以上の低所得者の保険料負担の軽減を行う。 
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埼玉県障害者支援計画の推進 

 

担当  障害者福祉推進課   総務・障害福祉担当   内線 ３３０５ 

社会参加推進・芸術文化担当   内線 ３３１１ 

障害者スポーツ担当   内線 ３３０３ 

障害者計画・団体担当   内線 ３２９４ 

自 立 支 援 医 療 担 当   内線 ３２９５ 

障 害 者 支 援 課   総 務 ・ 市 町 村 支 援 担 当   内線 ３３１９ 

地 域 生 活 支 援 担 当   内線 ３３１７ 

就 労 支 援 担 当   内線 ３５５６ 

施設整備・法人指導担当   内線 ３３１３ 

施 設 支 援 担 当   内線 ３３１４ 

社 会 福 祉 課   施設指導・福祉人材担当   内線 ３２７６ 

 

１ 目 的 

  【「共生社会」の実現を目指した障害者施策の推進】 

  障害のある人が社会の構成員として障害のない人と分け隔てられることなく

生活できる社会＝「共生社会」の実現を目標とする「埼玉県障害者支援計画（計

画期間：平成２７年度～平成２９年度）」に基づき、障害者施策の推進を図る。 

 

２ 予 算 額     ３１，４５８，６９６千円 

 

３ 事業概要 

（１）障害者への理解促進と差別解消 

  ア 共生社会づくり推進事業（一部新規）         ８，５７３千円 

    障害者差別解消法、共生社会づくり条例及び手話言語条例の普及啓発、手 

   話普及リレーキャンペーンを実施する。 

 

  イ 障害者差別解消推進事業               ５，４５２千円 

    障害者差別解消法に基づき、県民からの相談窓口の設置、障害者差別解消 

   支援地域協議会の開催を行う。 

 

  ウ 障害者虐待対策事業                 ３，５０１千円 

    障害者虐待防止法に基づき、障害者支援施設の従事者や管理者、市町村職

員等の専門性強化を図るための研修を実施するとともに、障害者権利擁護セ

ンターの通報窓口の強化を図る。 

 

（２）障害者の地域生活の充実・社会参加の支援                                  

  ア ホームヘルプサービス事業          ３，５９６，６１６千円 

    障害児（者）の家庭を訪問し、入浴等の介護、家事援助等を行う事業を実
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施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 

 

  イ 心身障害児通園訓練事業           ４，６５７，７７２千円 

     在宅の障害児が通所して、日常生活の基本動作、集団生活への適応促進の

ための指導・訓練を受ける事業を実施する市町村に対して、その経費の一部

を負担する。 

 

  ウ 障害児（者）短期入所事業            ７２５，８３１千円 

    障害児（者）のいる家庭において、介護者の病気等で介護が困難になった

場合に、障害児（者）を一時的に施設等に入所させ、介護等を行う事業を実

施する市町村に対して、その経費の一部を負担する。 

  

  エ 在宅超重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業 

                             ４０，４００千円 

    医療的ケアを必要とする超重症心身障害児を在宅で介護する家族の精神的 

   ・身体的負担の軽減を図るため、対象児をショートステイ及びデイサービス 

   で受け入れた施設等を支援する。 

 

   オ 障害者施設等自立支援給付費        １６，０７２，２１５千円 

        障害者が施設等において障害福祉サービスを受けた時に、自立支援給付費 

   を支出する市町村に対して、その費用の一部を負担する。 

 

  カ 地域活動支援センター助成事業          １４１，６９８千円 

    法定外施設（心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所）か

ら移行した地域活動支援センターが、移行前と同等のサービス提供を確保す

るため、運営費助成を行う市町村に対し、助成に要する経費の一部を補助す

る。 

 

  キ 市町村地域生活支援事業           １，２１１，８９５千円 

    相談支援、意思疎通支援等の多様な事業を総合的に実施する市町村に対し

補助する。 

 

  ク 障害者地域移行ステップアップ事業          １，３４８千円 

    精神科病院やグループホームなどを出て自立した生活を始めた障害者に、

日常生活上の助言や、社会参加に向けた支援を行う。 

 

  ケ 精神障害者地域移行支援事業            １３，１１６千円 

精神科入院経験者などのピアサポーターの協力を得て、精神科入院患者の

退院意欲の向上を図り、病院から地域への移行を促進する。 

また、退院に向け生活環境の調整が必要な患者について、入院後早期に相

談支援事業所等が支援を開始することによって、病状安定後のスムースな退

院を促進する。 
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  コ 高次脳機能障害支援事業               ８，２６７千円 

高次脳機能障害者及び家族に対する支援等を行うための相談事業や研修会

の開催、地域支援のための事業や市町村等への支援コーディネーターの派遣

事業を実施する。 

 

  サ グループホーム等事業助成費         １，７１５，４９５千円 

    障害者に対し、グループホーム等のサービスを提供する市町村に運営費等

を補助（負担）する。 

 

  シ 障害児（者）福祉施設等施設整備       ２，４１５，９７１千円 

    社会福祉法人等が設置する障害者施設、グループホーム等の整備費の一部

を補助する。 

 

  ス 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助        ４，２３４千円 

    障害者福祉施設の整備に際し、独立行政法人福祉医療機構から建築資金、 

   設備資金等を借り入れた社会福祉法人及び公益法人に対して、その利子の一 

   部を補助する。 

 

  セ 民間社会福祉施設整備促進事業費          ２６９，４４９千円 

    障害者福祉施設の建設に際し、社会福祉法人等に整備費の一部を補助する。 

   また、平成２０年度以前に貸し付けた整備資金に対しては、償還金及び利子 

   を補助する。 

 

  ソ 発達障害児・者への支援（一部新規）       ２９３，３００千円 

    発達障害の早期発見・早期支援を充実させる拠点として発達障害総合支援

センターを運営し、人材の育成（専門性を高めるための人材育成等）、親へ

の支援、診療・療育体制の強化に取り組む。 

 

  タ 身体障害者補助犬育成事業             １５，０８９千円 

身体障害者の社会参加に資するため、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬

及び聴導犬）の育成及び給付を行う。 

 

  チ 障害者芸術・文化活動の推進             ３，２７１千円 

    埼玉県障害者アートフェスティバルを開催し、障害者が取り組む文化・芸 

   術活動を広く紹介する。 

 

  ツ 埼玉バリアフリー文化プログラム事業（新規）    １６，１３４千円 

    オリンピック・パラリンピックの気運を醸成し、レガシーとして障害者に  

対する「心のバリアフリー」の浸透を図るため、障害者アートフェスティ   

バルの実績を活かし、発展させた文化プログラムを開催する。 
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  テ パラリンピックに向けた選手の育成・強化       ８，０００千円 

    ２０２０年に開催される東京パラリンピックに向けて、世界で活躍する選 

   手を本県から輩出できるよう、才能ある若手選手の発掘・育成・強化を重点 

   的に行う。 

 

  ト 障害者のスポーツ・芸術文化活動の裾野拡大・充実   ２，８２８千円 

    障害者スポーツ・芸術文化活動の振興のため、活動の裾野を広げる取組や 

   専門家を活用した質の高い取組等を行う団体に対し支援を行う。 

 

（３）障害者の就労支援 

  ア 障害者就労定着支援事業                 ５１８千円 

    施設から退所し、一般就労した障害者の職場への定着を図るため、障害者

が利用していた施設の職員が定着に必要な支援を行う。 

 

  イ 障害者就業・生活支援センター事業         ６４，９００千円 

    雇用・福祉・教育等の関係機関と連絡調整を行い、障害者の就業に伴う生

活上の支援を行う。 

 

  ウ 障害者就労施設支援事業               ９，５０８千円 

障害者が働くことを実感し、地域で経済的に自立した生活を送るため障害

者就労施設を支援し、障害者の工賃向上を図る。 

 

  エ 障害者農業参入チャレンジ事業           ２４，３５５千円 

    障害者就労施設に対し、農業技術指導、農産物の継続・安定した売上を実

現することで、障害者の工賃向上を図る。 

 

  オ 発達障害者就労支援センター事業           ６９，２９７千円 

    発達障害者に特化した就労支援機関を設置し、就労に関する相談、作業体 

   験を通じた職業能力の評価、職場で必要なコミュニケーション能力やビジネ 

   スマナーを習得する訓練、就職活動支援、職場での定着までをワンストップ 

   で支援する。 

 

（４）障害者への災害対策支援 

  ア 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）体制整備事業     ８５１千円 

        大規模災害等が発生した場合に、精神科医療及び精神保健活動の支援を行

う災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を被災地域に派遣するための体制を

整備する。 

 

  イ グループホーム等スプリンクラー整備事業      ５８，８１２千円 

    既存のグループホーム等が、新たにスプリンクラーを設置する場合に、そ

の費用の一部を助成する。 


